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は じ め に

地方分権 の推進 に伴 い地方 の 自 主日生､日立性 の拡 大が 図 られ るな

か､議事機関や監視機関 としての機能 を担 って いる議会にお いては､

よ り 一層､政策形成機能 の充実強化や住 民へ の説明責任 を果 たす こ

とが大 切にな ってお ります｡

このよ うななか議会 の諸機能 の充実 ･強化やそ の役割 と責務 を遂

行 す るための､議員活 動 を支 えて いるのが､地方 自治法や仙台 市政

務調査 費の交付 に関す る条例等 に基 づ き､そ の経 費の 一部 と して交

付 されて いる政務調査費制度であ ります ｡

-方 ､ この政務調査費の使用 にあた って は､会派や 議員 の独 自性

や 自立性が 韓毛され る ことが基本で あ るが､その費用 は市民の税 金

が財源 とな ってお り､ ･層の透 明性 の向 Lに努 め､市民の埋解 を得

る ことが求め られてお ります｡

この ｢政務調査費取扱 い 手引 1簿｣ は､ このよ うな趣 旨 を踏 まえ､

全会派で構成す る ｢政務調査費 に関す る条例等 整備会議｣にお いて､

時代 に即応 した政務調査費のあ り方や使途 の具体 的内容 ､ 手続 き等

につ いて､判例や他都 市の事例等 を参 考に して､検 討を吏ね ､全議

員の申 し合わせ として まとめ とげた もので あ ります｡

今後 ､ この手引き を活用す る ことによ り､政務調査費の使用 が よ

り適 正に行われ る とともに､ これ まで以 Lに議会の諸機能 の充実 が

図 られ ､仙台市 の更な る発展 に寄 j手され ます ことを願 うもので あ り

ますO
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第 1章 政務調査費の概要

1.政務調査費とは (条例第 1粂)

政務調食費とは､『地方1'7治法第 1(日)条第 13項及び第 14項』の規定により制

定された 『仙台市議会政務調査費の交付に関する条例』に基づき､議会における会

派に対し､市議会議員としての市政に関する調査研究活動に類するため必要な経費

の 一部として交付されるものです｡

2.政務調査費交付の凝拠となる法律､条例等

政務調査費交付の根拠となる法律､条例等は下表のとおりですO

① 法律 地方ピ】治法 第 1()0条第 13項及び筒 14項

第 13項 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会

の議員の調査研究に染するため必要な轡費の 一部として､その

議会における会派又は議員に対し､政務調査費を交付すること

ができるCこの場令において､当該政務調査費の交付の対象､

磯及び交付の方法は､条例で定めなければ

ならないD第 14項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は

､条例の定めるところにより､当該政務調査費に係る収入及び

支出の報打算を議長に授け1するものと

するO② 条例 洞E才一費の父付

に関する派例 (P33)③ 規則 仙台市政務調査費の交付に

関する条例施行規則 tP37)④ 要綱 仙台市政務調査費の交付に関

する要綱 (P39)3.交付の概要交付の対象､交付額､交付

方法に-)いては､ ド薮のとおりですD① 対 象 (条例第2粂)

会派 (所属議員が 1人の場合を含む)② 交付額 (条例第 3条) 月額

35万円 × 各月における当該会派の所属議員数(Fu交付方法 (条例第3粂) 各[)q半期の初日の属するFJの5日に交

付します○4月5日 (4月分から

6月分まで)7月5日 (7月分から 9月

分まで)10月5H (10月分か

ら12月分まで)1月5日 (1月分から 3月分まで)

※ただし､上記交付日が休日 (仙台巾の休日を定

める条例に規定する休別 に当たるときは､そのH後に



第 2章 交付申請 ･収支報告の手続き

1.交付申請から収支報告までの流れ

交 政務調査費交付申請

書村中議_ti= (規則筒3,条 別記

様式)※ L記申請二番に所属議員の名簿

を添えて市長へ揺りi(議長経由
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2.月ごとの出納手続き



3.その他の手続き

① 会派が解散したとき (条例第9条第4､5項)

当該会派の経理責任者であ-Jた者は､当該餅 放したrlの席する年度に交付を受

けた政務調査費に係る収支状況報LliiE等を作成しなければなりません｡

また､収支状況軸'il舌苔等を当該解散したFlの梶する翌月 (そのHが其YiをEi(ji

の初日)に当たるときは､そのHの属する月)の末日までに議長に提出しなけれ

ばなりませんG

なお､議員の任期が満了したしたとき又は議会の解散があー｣たときも同様の取

扱いとなります｡

② 改選期における取扱い (条例第 3条第 1項)

改選期に限り､｢4月分｣と ｢5､6月分｣の2卜那こ分けて､交付申請を行う

とともに､｢4月分｣の収支状況報告を行いますC

ー5-



第 3章 使途基準の運用指針

政務調査費の支出は､条例､規則.要綱に基づき､適正に取り扱わなければなりませんD

この寮では､事項別に考え方の原則を示すとともに､その運用について出来るだけ具体

的に解説することで､より適正な執行をEは旨すものですD

16-



1 . 政務 調 査 費 支出の 原 則
会派 は ､規則 で定め る 使 途基 準 に従っ て 政務 調 査 費 を支 出 す る もの と し､必 襲経 費以

外に充 て ら才lません D (条 例第5条 )

使途 基 準 の 項 目､内 容 に~)いて は､ド 表 の とお りですC (規則 第2条 )

市政に関する調森研究精

勤及び調査委託等に賢う

る経費

〔 E澗食桝光晴軌に係る旅館 ･,kj温室告

ド t'l軌l‡坤り≡J時の燃料代､駐liL場代､F′】軌j糾ll,L料

(二rL"'J速道約使用料

r タウンー一代

(,大学や民間如才と機関等へV,ノ調発走i托焚
(その他C/J経距

≡≡ ∃研修会､掛細 等の謡に要する経費及び各射 Lm::/,芸

t鱒_,LI:);)口ljf健エ((拷
･U')研 修 費 ･参(:/1棚方iド)i 十

iLf}

mBt会 議

費≡ i,-:J会議与

資

料作

成費≡

l水代

資 料購 入費広 報 (､二)

Lr､､C)( ;

L会等】雑等 開侭1

一プ配布朋 .なぞで
r石二階費

i ンクー

瀕up)他C

/V人件麹
二当 ,

(::tf 担分Ji雪

Cl



2.政務調査費執行の原則

政携調査費の執行は､次に揚げる事項に軌蔭のうえ､会派及び議員の各々の発作に

おいて､適正に取扱います｡

(1)調査研究の目的が市政に関するものであること｡

政務調査費は､市政に関する調査研究活動 (以 F ｢政務調査活動｣という)に貿す

るため必要な経費の 一部として､会派に交付されるものですO

(2)政務調査活動に合理性と必要性があること｡

調査研究のE柑勺を 卜分に踏まえ､活動の内容に合理性と必要性が求められます｡

(3)政務調査活動に要した金額や経費負担のあり方に妥当性があること｡

支出金額が､社会通念 を二､相 当と認められる範挺]内であることが必要ですo

(4)政務調査費の執行について､適正な手続きがなされていること｡

政務調査費の執行にあたっては､関係法令等を遵守するとともに､透明性を確保で

きるよう適iEな手続きが必要ですO

(5)支出について説明ができるよう書類等が整備されていることC

議長は､提出された収支状況報fl,J吾等の内容を検査し､必要があると認めるときは､

会派の代表者に対し,証拠書類等の資料の提出を求めることができます0

3.実費弁償の原則

調凌研究活動に変した費f削ま､実費が原則です｡

4.按分 による支出の指針

会派及び議員の活動は､政務綱凌活動以外にも､政党活動､後援会活動等と多rfii的で

あり､これらの活動を必ずしも明確に区分できるとは限りません｡

その場令には､実態に合った (政務調査活動に愛した部分の時間割合など､実績や実

情を考慮した)按分による算定方法を用いますo

Lかし､その方法により難い場合は､按分の割合を1/2を L限として計算した額を

支出額としますC

-8-



5.旅費の原則

謝意研究活動に斐する旅費の支川にあたっては､｢特別職の職員0)給 与､旅費､費用弁

償の額並びにその支給方法に関する条例｣に基づき支出するものとします｡倭 綱第7条)

なお､視察調蜜等の旅費の支出は､支ILli総額を 1件とし､支払証明藩で対応 します｡

6.年度主義の原則

経費の支lliLJは､転年度4月 1日から3月 31日までの間に発生した鮮費に対して支払

-)たものが､当該年度の経費となりますO

-91



7.項目別の政務調査費支出

政務調査費は､｢仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則｣で示されている項目､

内容に沿-)て支出できるものですが､具体的な内容に関しての支出のf,J否や､考え方を

まとめましたので､支出にあたっての参考としてください｡

錘在研究費､

1.内容

会派及び議員が行う市政に関する調査研究活動のために必要な経費及び､市内若しく

は市外 (国外も含む)へのLLi主張に安する旅費､外部団体等への調査委託等に資する経費｡

2.椎柴例

① 調査研究活動に係る旅費 ･交通費

②E11敷革相即寺の燃料代､駄･襲:場代､日数増f.供上二料

③ 高速道路使用料

④ タクシー代

⑤ 大学や民間調査機関等への調査委託費

⑥ その他の経費

3.考え方

① 綱恋委託を行うときは.笑体的な契約内容を記載した調査委託契約告を作成し.保管

して<ださいC

(診 政務調査費から人件費が支払われている補助員や/tl計を 一にする親族を委託先とす

る調査委託窒蟹は､対象とはなりませんO

③ 政務綱濠の必要性から､補助員等へ出張を依頼する場合は､旅費が支出できますC

-10-



④ 日当が支給される出張の場合は､調査r川勺地内での交通費､飲食代は薮複支川となり,

対象外です｡

｢特別 職 の 職 責蔓の給与､旅費､費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例 Jに

規定されている日当と宿泊料を支出する際には､その日当 ･宿泊料には､調査日的

地内での交通費や飲食代及び諸雑費が含まれていますO

⑤ 自動車を政務調却 吉敷に使用する場合の経費は､次の取扱いとしますO

E'1動車利用に係る経費として支出できるものは､燃料代､有料道路使用料 (ETC

利用もpI),調査先での駐車料金とします｡

車両本体の購入経費､車両の維持管理経費 (車検代,l朋藷黄保険料及び任意保険料､

自動車税)の支.liiはできません¢

⑥ 日勤車のり-ス代に要する経費は､次の取扱いとします｡

調査研究活動の交通手段として用いることを巨川勺とする場合であ-ノても､ ･定期間

継続的に使用､管f琴け る自動車のり-スに-Jいては､政務調査費の対象経費とする

ことは好ましくありません｡

ただし､調査研究活動に用いる A時佑ヒげのレンタカーにー)いては､その費用を政

務調査費から支出することができることとしますo

⑦ 1ミTC利用料金は､利用区間や日時等を明確にしたうえで､支出してくださいO

已T(二を利用して有料道路使用料を支til.した場合は､利用区間やu時がわかる利用

明細を保管してくださいO

-ll



匪重要

1.内容

会派及び議員が 主三催する研修会等の開催経費や､他l洲本が開催する研修会などへの参

加に要する解費｡

2.経費例

･巨催する場合

① 会場借L料､機材借 [二料

② 会食経費 (茶菓代を含む)

③ 講師謝礼

④ 研修会等の開催に変する事務的経費

⑤ その他の経費

･参加する場合

① 研修会 ･シンポジウム等に参加するための会費 ･受這拷料 ･旅費 ･交通費

② その他の経費

3 考え方

① 研修会やシンポジウムなどに参加1するためのIHi張経費は､支出できますo

〔

研修会やシンポジウムなどに参加するため､市外等にTEl与張する場合は､その旅費を

研修費として支.lliすることができますO

ただし､日当や柄きざl費に-)いては､｢特別職の職員の給与J-､旅費､費用弁償の額並

びにその支給方法に関する条例)で規定されている額を と隈としますO

② 親睦や飲食をE柑勺とする会合等は,支汁抑)対象とはなりませんD

③ 会派内の研修会等の開催に安する経費には､所属議員に対する講師謝礼等は含められ

ません｡

一12



匡頭

i 内容

会派及び議員が開催する政務調査活軌に必要な各種会議に要する経費0

2.経費例

〔D 会場借上二料､機材イ持上二料

② 会議に要する事務的経費

③ 会議に伴う茶額代 ･食事代

(彰 その他の経費

3.考え方

飲食を i三[川勺とする会議､会派又は議員間の私的な懇談会等に要する経費については､

支出の対象とはなりません｡

-13-



車料咋bほ

1 内容

調餐研究活動のために必要な印刷物等の作成に蜜する経費O

2.経幾例

(丑 賃料の印刷 ･製本代

② コピー代

③ 翻訳料

④ 原稿料

⑤ 資料に使用け る写真代

⑥ インタ-ネット･ホームページ作成及び維持管理に要する雑費

(苛 その他の群費
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蘭画東天蘭

i.内容

調査研究活勤のために必要な図告､新聞､雑誌､ビデオテ-プ等の購入に要する経費0

2.経費例

① 書籍代

② 新聞､雑誌などの購読料

③ ビデオテ-プ､CT)-R()Mなどの視聴覚教朋購入費

④ その他の経費

3.考えカ

購入数巌に-)いては､｢調査研究活動に資する｣というE柑勺を考慮し､適正な数巌とし

てください｡
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.広報!ム鹿野

1 内容

会派及び議員の調溌研究活動､議会活動及び市の施策等について､市民へ広報するた

めに必要な経費､市政や施策等に対する市民の要望､意見等を聴取するために開催する

会議や情報収集に係る活動､市政相談などに変する経費O

2 経費例

① 報'[壬7-会等の開催に係る諸経費

② 巾'議会ニュース等の広報紙の発行経費

③ 広報紙等の配布経費 (封筒､切手等)

④ 市民の意識調査等に係る経費

⑤ 市政広聴会や意見交換会の開催に係る経費

⑥ 市民からの要請に基づく広聴活動経費

⑦ インタ-ネット･ホームペ-ジ作J戊及び維持管理に姿する鍵費

⑧ その他の経空費

3.考え方

① 政務調査費により作成した広報紙などの印刷物は､政務調森活動の記録としても重要

であるため､その成果物 (原本)を保管してくださいo

② 郵送に斐する切手の購入は必要最小限としますo

③ 広報紙やホ-ムベ-ジに係る経費は､その内容に後援会精勤や政党活動などに関する

記述等がある場合は､経費を按分してください｡
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区重要

1,内容

調査研究活動のために必要な補助員等をJf糾3した場合の給料 (アルバイト賃金)､手当､

保険料の雇用 主三負担分などの経費0

2.経費例

i)補助員等給料､アルバイト貸金

② 時間外勤務手当､通勤手当等各種手当

③ 労災保険料､雇用保険料､健康保険料､)E掌′た年金保険料の雇用主負担分

④ その他の経費

3.考え方

① 会派及び議員において､人件費を支出する際は､雇用 ･勤務実態が確認できる害頬を

作成し､保管 してくださいO

〔塾 配偶者､扶養関係にある存､同居し′1三計を 一にする者のいず才iかに該当する者の常勤

雇用に要する経費は.支出の対象とはなりませんC

③ 掛 fけ る補助員が政務調査に関する事務以外に従事している場合は､勤務日数 ･時間

など､その実態に合わせ､経費を按分してください｡
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事師承

1.内容

調査研究活動に必要な事務所を設置し､その活動に利用している場合は､賃料及び維

持管理に要する祥費C

2.経費例

任)事務所の賃賃借料 (家賃)

② 事務所の維持管理費 (光熱水勢､清掃委託費､警備委託費､修繕費など)

③ 事務所に附帯する駐車場の賃貸佑料

④ その他の経費

3, 考え方

(丑 賃貸借契約は､会派及び議員を契約者として締結してくださいo

(丑 事務所を設置した時は､事務所設置It43及び賃貸借契約1穿 (写し)を会派へ提出してく

ださいB

③ た′才宅を専務所にした場合の光熱水資は､他の用途と区別できる場合に限り､支LL日.でき

ますC

④ 事務所が政務調射 吉敷以外の用途にも利用されている場合､その実態に合わせて経費

を按分し､文とlJfしてくださいO

⑤ rJ1己所有建物及びFLl宅を事掛軒として使用する場合の賃料 (家賃)は､支tlJ.の対象と

はなりません｡
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直垂頭

1 内容

調奄研究活動のために必要な事務用品､事務機器､その他備品の購入又はリースに襲

する経費､竜話料金 ･切手代等の通信費､その他事務執行に要する経費O

2.経幾例

〔む事務用品 (筆記用具､ファイル短､用紙 ･封筒など)購入費

② 事務用機器 ･事務用備品 (コピ-機など)の購入及びリ-ス料

③ ()A機器 (ハソコン､プリンタ-､OA関連用品)の購入費及びリース料

④ 事務連絡等に係る通信 ･運搬料 (竜.獅 汁金､切手､ハガキ代)

⑤ その他の経費

3,.考え方

① 名刺 (印刷)代は､政務調査費での支出はできないこととします｡

② 電話料金は､その利用実態に合わせ､経費を按分して支.i1ル てくださいD

③ 相談者など来客に提供する茶菓 ･飲料水の購入費は､政務調査費で支出できます｡

④ 資産形成に-)ながる備品の購入代金は､政務調凌費の対象外としますO

ただし､政務調凌活動に蔽接必蛍と認められる備品については､その限りではありま

せん｡

⑤ 切手､プリペ1'ドカ- ド､fiTJ数券の購入は､必要最小限としますO
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軒 の他の経費弓

1.内容

その他会派が必要と認めた調査研究活動に要する経費｡

ー20-



8.対象外の経費

対象外の経費として､仙台巾.政務調査費に関する資綱 (第2条)において､支～i'.できな

い経費の Eなものが規定されています｡ i三な対象外の経費の例は次のとおりですC

(1)交際費

ア.冠婚葬祭や祝賀会のuJ,F酎こ磐する経費

ィ.祝電 ･J73億､fl三賀状の購入 ･印刷等の儀礼に斐する経費

つ.挨拶やテ-プかソトだけの,LIL.席に要する経費

工.議員が個人的に参加ル ている陣】体の資格を得るための会費

〔
○町内会費 OPTA会費 ○同窓会費 ○老人会費

○商工会会費 〔⊃協議会等の年会費 ･賛助会費 など

オ 議員が加入している転封体の会合への参加費

ただし､調査,広報広聴等をr川勺とした会合に変する経費は除くC

(2)政J党本来の活動に要する経費

ア.党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費

ィ.政治資金パ-ティーの開催及び汁川削こ要する経費

ク.政党組織の事務所の設際及び維持に蟹する経費

工.政党招致に要する経費

(3)会議に伴う食事以外の飲食に要する経費

(4)レクリエーション等の経費

(5)選挙活動に変する経費

(6)後援会として行う活動に安する礎費

(7)仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条に槻淀する使途以外で議員

個人に支給するもの

(8)その他市政に関する政務調査活動の【川勺に合致しないもの

ア.私的な旅行 ･観光等に要する椎柴

ィ.社会通念上妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する軽費
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(9)規則第 2条第 7rEE享に規定する人件費のうち､生計を 一にする家族､親族の常勤雇

用に安する経費

(10)規則第2条第 8項に規定する事務所費のうち､自己所有建物を事務所に使用する

場合にあっては賃料に相当する触,また､自宅を事務所に使用する場合にあ-)ては

賃料又は賃料に相当する額

-22



第4章 支出手続きの概要

1 基本手続き

政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者は､収支を明らかにした会計帳

簿を作成し､領収吾等の証拠1薯類,その他の関係書類を整理し､収支状況報告吾の提iiJ,期

限の翌日から起算して3年を経過する【=ほ で保管しますO

2 収支状況報告書の提出

交付を受けた政務調査費に-)いては､当該年度の翌年度の5月15日までに､収支状況

報ify一番を作成し､会派の代表者名で議長に提出しなければなりませんo

その際に､支Eltiに係る簡収番等の証拠爵寒さの写しを項【柑jに整理し､添付しなければな

りません0

3 街収書等の証拠書類の整理

(1)提出の必要な額収容等

1件1万円を超える徴収番及び支払証明書は､支fliの証明として､収支状況報/2,-

番に写しを添えて提出しますので､管理保管する必要がありますO

(2)基本的な整理手続き

政務調査費を支HJIした場合は､原則としてその簡収苦､証票頬等を徴するものと

します｡

また､その領収番及び支払証明.替 (l件 1万円を超える)の証拠若類の写しを項

[柑Jに整理し､収支報てti穿とともに議長に揺出しなければなりませんo

(3)政務調査費の支出に係る ｢1件｣の概念

政務調査費を支出した場合の ｢1件｣の考え方としては､基本的には支払い先か

らの鎖収者i枚単位としますC

ただし､視察調査等の旅費のhLHについては､視察調査等ごとの支llt'1総額を 1件

とします｡

(4)簡収苔を徴することができない場合

舘川又番を徴することができない場合には､それに代わる証票類等を徴する必要が

ありますe

ア 日座振込による支川の場合は､振込金受取告を徴収書に代えることができますD

ィ.li座引落による支出の場合は､請求杏又は支払-)たことが明らかになる畜類を簡

収藩に代えることができますO

ウ F川-.発行者､品目,金額の記載のあるレシ-トについては､徴収杏に代えるこ

とができますo
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工.支出額､期H､支払いの相手方等を記載した､支払抑粥善を付することで領収藩

に代えることができます｡

(経費例)バス ･地 ド鉄 ･近距離鉄道運賃､旅費日当など｡

(5)按分による支出に係る徴収斧等の証拠善類

政務調査費を支出した際に､その費用に政務調査日的以外の支出を含む場合は､

｢按分による支出の指針｣に基づき按分し､按分後の政務調査費からの支出が､ 1

万円を超えるものは､その領収書等の証拠露頬の写しを議長に提出しますo

また､政務調査費としての経費分の領収蒼､証票類等を徹し得ない場合は､支払

証明 .重きにその旨を補記しますC

(6)領収苦等の証拠書類の写しの提出

簡収書等の証拠書類は､項目別に整理し､その写しを領収書添付用紙に貼付し､

提出しますO

(7)徴収番のあて名等

ア.徴収した【lにちの記載があることC

ィ.会派名又は議員名の記載があることD(あて名なし､｢ヒ様｣､他の名前は不可)

ウ.発行者の記名､押印がされていること｡

工.金額の記載があることG(訂正は不もJ)

オ.使途の記載があることO

カ.記載事項の訂正は 二本線で見え消しとし､発行者のr汀正印の押印があることO

(8)領収書に代わるもの

ア,銀行等の振込金受取書

ATM利用明細柴など､日付､依頼人 (会派又は議員名)､受取人､金額が記載

されていることに加え､使途 (内容)が明確にされていれば､簡収番に代えるこ

とができますC

ィ .レシート

レシ- 卜は､日付､発行者､品 目､金額の記載あるものに-Jいては領収劉こ代

えることができますC

4 関係書類の整理保管

政務調食費の収支に関する番頬は､議長への提出が必要なものと､会派で保管するもの

がありますので､適iEに紫flだ保管してください｡

-24-



関 係 資 料
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(収支報告様式第 ]埠)

領収書貼付用紙

※ 働収苦その他の証拠書類の添付欄 (重ならないように鮎イ1]すること)

27



(収支報!lli様式第 2号)

領収書貼付用紙 (按分用)

2



(収支報告様式第 3圭子)

政務調査費支払証明書

(日 調査研究費 (2) 研修費

(3) 会議費 (4) 資料作成費

(5) 染料購入費 (6) 広報広聴費

≡ (7) 人件費 (8) 事務所教

(9) 事務費 (10) その他の経

費支出年-J=1H 支出額

支出先｢鎖収讃｣を徹し難か.

つた理由 芦巨ヒ記のとおり相違ない

ことを証明しますC年 月 H 会 派 名

代 表 者 氏 名

経



(収支報11,-様式第4鞍)

政務調査 費支払証明 書 (按分用)

i 使途項【】≡芦 (1) 調査研究費 (2) 研修費

(3) 会議費 (4) 資料作成

費(5) 資料購入費 (6) 広報広

聴費(7) 人件費 (8) 事

務所費(9) 事務費 (10) その他の

経費 i≡ 立脚 ::-JHT
再 出額 1

支出先 ≡｢徴収港｣を徹し難かつ
た‡削もー≡

～按分による支=按分率 (A) ( / ) ｢支払証明若｣の金額 (Ⅰう) ( 円)

≡｣三分による政棚 脚 立順 (AXf

3) ( 円)ヒ記のとおり相

違ないことを証明します0年 月 H 会 派 名

代 表 者 氏 名

経理責任者氏名



条例 ･規則 ･要綱
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○ 仙台市政務調査費の交付に関する条例

平成 13年 3月16日

仙台 市条例第 33 汚

改正 平成 14年4月条例第40時､平成 20年3月条例第19号

(趣 旨)

第 1条 この条例 は､地 方臼治法 川fi和 22年法律第 67埠)第 100条第 13

項及び第 i4項 の規定 に基づき､市議会議 員としての 市政 に関す る調査

研 究活動 に資す るた め必 要な経 費の 一部 として政務調査費 を交付す る

ことに関 し必要な事項 を定める もの とす る｡

(平 14､4･平 20､3･改 lI三)

(交付 対象)

第 2条 政務調査費 は､ 市議会 における会派 (所属議員が 1人の場合 を含

むC以 下 ｢会派｣ とい うG)に対 して交付す るO

(交付額及び交付の方法)

第 3条 政務調査費 は､4月か ら 6月まで､ 7月か ら9月 まで､10月か

ら 12月まで及び 1月か ら3月まで の各区分 による期間 (以 下 ｢匹】半期 ｣

というG)ごとに交付す るもの とし､その額 は各四 半期 の初 日にお ける

会派の所属議員数 に 35万 日及び各四 半期 に属す る月数 を乗 じて得 た額

とす る｡ただ し､四 半期の中途 にお いて議 員の任期 が満 (す る とき は､

任期の滴 〉j′す る [=ノ⊃属す る月 (その 日が月の初 日 (以 ド ｢基準 日｣ とい

うO)である ときは､その Hの属す る月の前 月)までの月数分 を交付す るO

2 政務 調食費は､各L)Ll半期u)初 r=7)椀す る月の 5日に交付す るOただ し､

その 日が仙台市の休 日を定め る条例 (平成元年仙台 市条例第 61汚)第 1

条第 i項第 1汚又は第 2埠に規定す る休 日 (以 ド ｢休 日｣とい うO)に当

たるときは､その H後においてその 日に巌 も近い休 日でないFlに交付するO

(平20,31改IF.)

(所属議員数の異動等 に伴 う調整)

第 4粂 政務調査費の交付 を受 けた会派 の所属議員数が各四 半期の中逮

にお いて減少 した ときは､当該減少 した H の属す る月の翌月 (その Flが

基準 r】に当た る ときは､その 日の席す る月)の末 Hまで に､ 当該翌 月以

降分の政務調査 費 と して既 に交付 した額 と減少後 の所属議員数 に基づ

いて算定 した額 とU)3'LFを額 を返還 させ るもの とす る0

2 政務謝盃費の交付 を受 けた会派が各凹 半期 の中途 において解 散 した

ときは､当該解 散 した 口の席す る月の翌月 (その 日が基準 日に当た る と
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きは､その 【=7)属す る月)の未[】まで に､ 当該翌月以降分の政務調査 費

として既 に交付 した額 を返還 させ るもの とす る｡議会の解 散があった と

きも､また同様 とす る｡

3 前2項の規定 によ り政務調餐費 を返還 させ る場合にお いて､既 に交付

した政務調査費の額 か ら市政 に関す る調査研 究活動 に資す るため必 普

な経 費 (以 F r必 要経費｣とい うC)と して支 出 した額 を控除 して得た額

(以 下 ｢残飯｣とい う｡)が 当該返還 させ るべき額 に満たない と きは､こ

れ らの規定 にかかわ らず ､当該残額 を返還 させ るもの とす る0

4 政務調査費の交付 を受 けた会派の所 属議員数が各四 半期 のr71途 にお

いて増加 した ときは､当該増加 した 日の横す る月の翌月 (そ の 日が基準

日に当た るときは､その 日の梶す る月)の末 Hまでに､当該翌月以降分

の政務 調査費 と して既 に交付 した額 と増加後 の所属議員数 に基づ いて

算定 した額 との差額 を交付す るもの とす る｡

5 各四半期の中途 において新た に会派 が結成 された ときは､当該会派 が

結成 された E=7)席す る月の翌月 (そ の 日が基準 日に当た る ときは､そ の

日の席す る月)の 末 日までに､当該 翌月以降分 の政務謝 金費 を交付す る｡

ただ し､議員 の任期 の開始 に伴 い新たな 会派が紙成 された場合 であって ､

当該任期の前の任期が 当該開始 の 日の属す る月の基準 日に満 7した と

きにあっては､当該開始 の Elの犠す る月以降分の政務調査費 を交付す るo

fう 前2項の規定 によ り政務調査費 を交付す る場合にお いて､当該政務 調

査 費を交ィ､Jする こととな る事 由が第 1項 又は第 2項 の規定 によ り政務

調 査費 を返還 させ る こととな る事 由に伴 い'l三じた もので あって ,当該政

務調査費の返還 について第3項の規定 の適用が ある ときは､前 2項 の規

定 にかかわ らず､第 3項 に定め る残額 の範囲内 にお いて政務調査費 を調

性 し､交付す るもの とす るO

(平 20､3･改 IE)

(使途基準)

第 5条 会派は､規則で定 める使途基準 に従 って政務調 夜祭 を支出す る も

U)とし､必 要経費以外 に充てて はな らな いC

(交付 申請)

第 6条 政務調査費の交付 を受 けよ うとす る会派 の代表者は､交付 申請 書

に所属議員の名簿 を添 えて､議長 を経て 市長に提 出 しな けれ ばな らな いo

(経理責任者)

第 7条 前条の規定 によ り交付 恥 講書を提出 した会派 は､経理責任者 を定

め､議長を経て 市長に届 けまJうな けれ ばな らな いG
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(交付決定)

第 8条 市長は､第 6条の規定 によ り交付 申請 書の提 tLi1,を受 けた ときは､

交付す る政務調査費の額 を決定 し､当該会派 の代表 者に対 し通知す るや)

の とす るO

(収支状況報告書等 の提 出)

第 9条 前年度 に政務調査費の交ィ､jを受 けた会派の経理 責任者 は､当該政

務 調 夜費 に係 る収入額及 び支出級 を記載 した 軸告 若 (以 下 ｢収支状況報

告書｣ とい うC)を作成 しな けれ ばな らな い0

2 前項 の 支出額 は､実 費によるもの とす る｡ただ し､これ によ り難 い と

きは､別 に定める方法 によ り算定 した額 による ことがで きる｡

3 第 1項の会派 の代表者 は､収 支状況 報告 書を当該年度の 5月 15日ま

で に議長に提 出 しな けれ ばな らな い0

4 政務調査費の交 付 を受 けた会派が解散 した ときは､当該会派 の綴稚責

任者で あった者 は､当該解 散 した 日の属す る年度 に交付 を受 けた政務調

査費に係 る収支状況 報告 書を作成 しな けれ ばな らないC議 員の任期 が満

fした とき又は議会 の解 散があった とき も､ また 同様 とす る｡

5 前項 の会派 の代 表者であった者 は､収支状況報告 啓を当該会派が解 散

した 日の属す る月の翌月 (そ の 日が基準 Hに当たる ときは､そ の Hの属

す る月O次条第 2項 にお いて同 じo)の末 日まで に議長 に提 出 しな けれ

ばな らな いO議員 の任期が満 fした とき又は議会o)解散があった とき も､

また同様 とす るO

6 第 3項 又は前項 の規定 によ り提 Lit'.す る収支状況 祐言賢若には､当該収 支

状況 報'ili吾に記載 された政務調査費による支出 (別 に定める もの を除

くC)に係 る徴収 書その他 の支rHを証すべ き 苦rhfLの写 し (次項 にお いて

｢徴収 苦等の写 し｣とい うD)及び調査研 究活動の概 要を記載 した 調凌

研究活動 鞭告 吾を添付 しな けれ ばな らな いO

7 議長は､第 3項 又は第 5項 の規定 によ り提 出 された収支状況 報告 .]芸並

び に前項 の規定 によ り提 lziiされた徴収 苦等の写 し及び調査研究活動 報

告 斧 (第 11条 にお いて ｢収 支状況 報'lJi苦等｣ とい うO)の写 しを 市長

に送付 するもの とす るO

(平 20､ 31改 JE)

(政務調査費 に残余がある場合の返還手続 )

第 10条 前年度 に政務調査 費の交付 を受 けた会派は､ 当該政務調査 費の

総額か ら前年度 にお いて必 資経費 として支目 した額 を控除 して得た額

に残余がある場合 には､当該年度 の 5月 15日までに当該残余の額 に相

当す る顔 を市長に返還 しなけれ ばな らな いC

135-



2 政務謝在韓o)交付 を受 けた会派が解 散 した ときは､当該会派 の代表者

で あった者 は､当該解散 した 日の属す る年度 にお いて交付 を受 けた政務

調査費の総額 (第 4条第 2項の規定 の適用がある場合 には､同項の規定

によ り返還 させ る額 を控除 して得た額)か らそ の年度において必要経 費

と して 支['ijした額 を控除 して得た額 に残余が ある場合 には､当該解 散 し

た 【=7)属す る月の翌 月の末 日まで に当該残余 の額 に相 当す る額 を市長

に返還 しな けれ ばな らな いD議員の任期が満 了した とき又は議会の解 散

が あった とき も､ また同様 とす る｡

(収支状況報告書等 の保存)

第 11条 議長は､収支状況 報告 杏等 を､ これ を提 出すべき期 限の翌 日か

ら起算 して 5年 を経過す る 日まで保存 しな けれ ばな らな い｡

(平 20､3･改 Lf.)

(委任)

第 12条 この条例 の施行 に閑 し必 変な事項 は､議長 又は市長が定 め るC

附 則

この条例 は､平成 13年 4月 1日か ら施行 す るO

附 則 (平 14､4 1改 EE.)

この条例 は､公 布の Hか ら施行す るO

附 則 (乎20, 3･改IE)

(施行期 日)

1 この条例 は､平成 20年 4月1[=71ら施行す るo

(経過措置)

2 改正後の仙台 市政務調査 費の交付 に関す る条例 の規定 は､この条例

の施行 の 日以後 に交付す る政務調査 費について適用 し､同 E7前に交付

した政務調 夜祭につ いて は､なお従 前の例 によるC
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○ 仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成 13年3月27日

仙台市規則第 32埠

改正 平成20年3月規則第 12号

(趣旨)

第 1条 この規則は､仙台市政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年仙台市条例第

33汚O以 ド ｢条例｣というB)の施行に関し必要な事項を定めるものとするO

(使途基準)

第2条 条例第 5条に規定する使途基準は､次の各号に定める項日ごとに当該各手引こ定

めるところによるO

(日 調査研究費 市政に関する調査研究活動及び嗣盃委託等に要する経費

(2) 研修費 研修会､掛寅会等の実施に要する経費及び各種団体が開催する研修会､

淋寅会等への所属議員等の参加に要する経費

(こう) 会議費 各種会議に要する経費

(4) 資料作成費 調査研究活動に必要な資料等の作成に姿する経費

(5) 資料購入費 調査研究活動のために必要な図苦､讃料等の購入に変する経費

(6) 広報広聴費 議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する

経費

(7) 人件費 調査研究活動を補助する者の雇)事H=資する経費

(8) 事務所費 調査研究活動のための事#llTrの設置及び管樺に要する経費

(9) 事務費 調査研究活動に姿する事務経費

(10) その他の経費 前各引こ掲げるもののはか会派が必要と認めた調夜研究活動

に要する経費

(平20､3･改正)

(交付申請書)

第3条 条例第 6条に規定する交付11塙を杏は､別記様式による｡

附 則

この規則は､平成 13年4月1日から施行するO

附 則 (平 20､ 3 ･改 l‡:_)

(施行期 日)

1 この規則 は, 平成 20年 4月1日か ら施行す るO

(経過措置 )

2 改lE後 の仙台 市政務調査費の交付 に関す る規則の規定 は､この規則

の施行の 臼以後 に交付す る政務調査費について適用 し､同 日前に交付

した政務調査費につ いて は､なお従 前の例 による
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別記様式 (第 3条関係)

平成 年 月 u

仙台市長

(仙台市議会議長経 由)

会 派 名

代表音名

政 務 調 査 費 交 付 申 請 書

仙 台 市 政 務 調 査 費 の 交付 に関す る条例 第 6条 の規 定 に よ り､

F記 の とお り申 請 し ます o

記

1 会 派 の 名 称

2 会派結成年月日

3 代 表 者 名

4 梅 坪 責任 者 名

5 所 属 議 員 数 名 ( 月 日革ま在)

6 交 付 申 請 額 ( 期分)
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○ 仙台市政務調査費の交付に関する要綱

(平成 13年 3月27u議長決裁)

(趣旨)

第 1粂 この要綱は､仙台市政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年仙台市条例第

33を‡O以 ド ｢条例｣という｡)の施行に関し必要な事項を定めるや)のとするC

(政務調査費の対象外の経費)

第 2条 政務調査費は､次の各号に掲げる経費に充ててはならない｡

日 ) 交際費

(2) 政党本来の活動に資する経費

(3) 会議に伴う食事以外の飲食及び遊興に要する経費

(4) レクリエーション等の経費

(5) 選挙活動に変する経費

(6) 仙命市政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成 13年仙台市規則第32iic

以 ド ｢規則｣というO)第 2条に規定する使途以外で議員個人に支給するもの

(7) その他市政に関する政務調査活動のu的に合致しないもの

2 規則第2条第 7号に規定する人件費は､生計を 一にする家族､親族の常勤雇用に変

する経費を除くものとするC

3 規則第2条第8[引こ規定する事務所費は､白己所有建物を事務所に使用する場合に

あっては賃料に相当する額､自宅を事務所に使用する場合にあっては賃料又は賃料に

相当する額を除くものとするO (平14､9･平20､3･改LT三)

(交付申請手続)

第 3条 条例第6条の規定により政務調査費の交付を受けようとする会派 (所属議員が

1人の場合を含むo以 F ｢会派｣というG)の代表者は､各四半期の初日までに､交

付トド.講斉を議長を経て市長に提出しなければならないO

(会派内における政務調査費の経理等)

第 4条 会派の代表者は､経費の支まlJ.決定を行うとともに政務調査費の適正な執行に努

めなければならない｡

2 経理責任者は､政務調査費の出納事務をつかさどり､帳簿書類､領収書等を管増し

なければならない｡

3 会派の代表者は､前項の帳簿書類､徴収若等を､条例第 9条の規定により収支状況

報告謹責を議長に提圭liすべき期限の翌日から起算 して 3年を経過する日まで保管 しな

ければならないo

(平 20､3･攻上E)
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(支出手続)

第 5条 経理責任者は,当該会派の代表者の決定を禅て経費を支出するものとし､支出

に当たっては態収吾を徴収しなければならないOただし､支出を日座板僚u)方法に

より行うときは､振替金受簡湾をもって徴収苦に代えることができるC

2 経増責任者は､前項に規定する徴収番を徴収することができないときは､当該会派

の代表者の支払証明若が添付されなければ支出をすることができない0

3 支出を受けようとする者が,必要やむを得ない場合にllL替えをしたときは､当該 ＼■LI

替えを証明する徴収苔を添付 しなければならないD

(会派内における政務調査費の支出手続等)

第 6粂 会派の代表者は､当該会派の所属議員が行う調査研究活動に関して､調査の臼

的､方法及び期間等を定めなければならない｡

2 調査研究活動を行った議員 (共同で調査研究活動を行った場合にあっては､その代

表者)は､所属会派の代表者に対 し調査研究活勤続 (後､速やかに､調査研究括軌

報告苦により調査研究活動の内容及び経費の内訳を報!tをしなければならないC

3 会派の代表者は､当該会派の所属議員が調査研究活動等のため経費を必要とすると

きは､その経費を前渡することができる0

4 会派の代表者は､当該会派の所属議員を調査研究活動等のため市域外へ宿泊を伴う

出張をさせる場合は､調窓出張刷上摺 (別記様式第 1-L号)を提出させなければ

ならない｡

(平 ]4､9･平15､3･平 20､3･改正)

(調査研究活動に要する旅費の支出)

第 7条 調査研究活動に要する旅費は､特別職の職員の給 Fi､旅費､費用弁償の額並び

にその支給方法に関する条例 (昭和 31年仙台市条例第 35時C次項において ｢特別

職給 与･条例｣というC)に基づき支給する場合の旅費の額に相当する額を超えて支出

することはできない0

2 前項に規定する調査研究活動に斐する旅費は､特別職給 与.条例に基づき､旅費丈は

費用弁償が支給されたときは､範ねて支出することができないO

(平20､3･追加)

(経費の按分)

第 8条 規則第2条各糾 こ掲げる費月日こついて､政務調査費に係る経費と政務調査費以

外の経費を明確に区分Lがたい場合には､従事割合その他の合理的な方法によ り按分

した額を支出飯とすることができるものとし､当該力法により按分することが困難で

ある場合には､按分の割合を 二分の 一を L.眼として計算 した蝕を支出額とすることが

できるD

(平 20､3･追加)

(収支状況の報告)

第 9条 条例第 9条第 6｣芋粥こ規定する別に定めるものは､ 一件につき 1万円以 Fの支出
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とする｡

2 条例第9条第 1項の収支状況報flを書は､別記様式第2-日引こよるものとし､条例

第9条第6項の調査研究活動報告書は､別記様式第2-2㌢引こよるものとするO

(平20,3･追加)

(執行状況の報告)

第 10条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は､交付を受けた政務調査費の執行

状況に関する報ftJ,:杏 (別記様式第3号)を､4月から9月まで及び 10月から翌年3月

までの各半期ごとに当該半期満 アのHの翌Hから45日以内に議長に提出するものとす

る｡

2 議長は､市長に対し条例第9条第7項に規定する収支状況報Jii71書等の写しを送付す

るときは､前項に規定する半期ごとの執行状況に関する純粋書の写しを添付するもUj

とするO

(乎20､3･1日第7条線下･改Lt)

(報告内容の検査及び修正)

第 11条 議長は､条例第9条第 7項に規定する収支状況報/El,-･苦等の提出を受けたとき

は､その内容を検査し､必変があると認めるときは会派の代表者に対して証拠書類

等の資料の提示を求めることができる0

2 議長は､収支状況報告書の内容が不適正であると認めるときは､その修正を命ずる

ものとするO

(乎20､3･事を1第8条練 ド･改i王二)

附 則

l こU)要綱は､平成 13年4月Iuから実施する｡

2 市議会各会派に対する市行政銅盤費経埋 要綱は､廃11-_するC

3 この要綱U)実施前に交付された市行政調査費U)収支決算報Jl1.--,如)提tH潤】限等につ

いては､なお従前の例によるo

附 則 (平成 i4年 9月611改llJ)

こU)要綱は､平成 14年9月6IJから実施するC

附 則 (平成 15年 3月5日改LF_)

この要綱は､平成15年4月11-から実施するO

附 則 (乎 20, 31改 iE.)

(施行期 日)

1 この要綱 は､ 平成 20年 4月 Itlか ら施行す る C

(経過措置 )

2 改 lt三後 の仙台 桁政務調査費の交付 に関す る要IW の規定 は.この 要綱

の施行の ll以後 に交付す る政務調食費 について適用 し､同日前に交付

した政務調査費につ いては､なお従 前の例 による｡

ll-



〔様式第 1-1号〕

(会派名 代表者名)

平成 年 月 H

会 派 名

議 員 名 印

調査研究のための出張について (届出)

このたび､調査研究のため ド記のとおり出張することになりましたので

お届けいたします｡

記

出張者名

用 務 先

lLPJ張期間 平成 年 月 r三二1から平成 年 月

Elまで調餐研究
項

目



〔様式第 2-1号〕

平成 年 月 日

平成 年度 政務調査費 収支状況報告書

仙台市議会議長

会 派 名

代表者名 印

1 収 入

政務調査費交付金 円 預金利子 円

合 計 円

2 文 江JJ

(単位 :円)

日 日 金 額 支 出 の 内 訳

等調 査 研 究 費 調査研究 に要 し
た経費 円調査研究の委託に要 した経

費 円研 修 費 研修会

開催 に要 した経費 門喜各種珂体等の研修会参狛こ要した

経費 円会 議 費

⊆資 料 作 成 費

資 料 購 入 費 E広 報 広

聴 費人 件 曹
常勤調査研究補助者 円

臨時調査研究補助者 門

事 務 所 資事 務 費

そ



〔様式第2-2号〕

平成 年 月 日

平成 年度 調査研究活動報告書

仙台市議会議長

会 派 名

代表者名 印

ー



〔様式第 3号〕

平成 年 月 日

平成 年度 政務調査費 執行状況報告書

( 月～ 月)

仙台市議会議長

会 派 名

代表者名

1 収 入

政務調査費交付金 円 預金利子 円

前期繰越額 円 合 計 円

2 支 出

(単位 :円)

科 巨7 金 額 支 出 の 内 訳

等調 査 研 究 費 ≡ 調査研究に要 した経費 円調査研究の委託に要した

経費 p3E研 修 費 弓 研修会開催に要 した経費 円各種団体等の研修会参加に要した経費

円会 議 費

】資 料 作 成 費

戸資 料

購 入 費 ⊆広 報 広 聴 費

人 件 曹 常
勤調査研究補助

者 円臨時調査研究補助者 円

事 務 所 費

事 務 費∃
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